










要約:HBV 母子感染予防の実施制度は平成 7 年 4 月より健康保険の適応に変更となった。

静岡県においてはそれまで HBV 母子感染予防は県と委託契約をした医療機関で集中的に実

施してきた。しかし平成 7年度からは保険医療機関ならどこでも実施可能となったため、

登録管理の新しい方法を考え感染予防の調査を継続できるよう検討した。あわせて予防効

果判定のために継続している静岡県の小学生のHBs 抗原検査の結果も報告する。


